
 

 
 

 

 

 

 

喫緊の大都市の諸課題について 
（参議院議員通常選挙の公約に対する指定都市市長会要請） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔指定都市市長会〕 

 

平 成 2 8 年 5 月 1 8 日

指 定 都 市 を 応 援 す る

国 会 議 員 の 会 役 員 懇 談 会

配 付 資 料
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1 大都市制度・地方分権改革の推進 

(1)多様な大都市制度の早期実現 

 
 
 参考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特別⾃治市」など、地域の特性に応じた多

様な⼤都市制度の早期実現を図っていただき

たい。 

直
面
す
る
諸
課
題
に 

十
分
に
対
応
で
き
な
い
。 

指定都市 

制度 

基礎自治体優先の原則に 

基づいた大都市制度改革 

 

国
・
道
府
県 

大幅な事務・権限

と税財源の移譲 

指定都市はそれぞれ 

が異なる特性を持つ 

◆規模の違い 

◆歴史・文化の違い 

◆国や広域自治体との関係性 

◆地域で果たす役割 

全国一律の画一的な

制度の適用は 

適切ではない!! 

多
様
な
大
都
市
制
度
が
必
要 

指
定
都
市 

（
基
礎
自
治
体
） 

【
真
の
分
権
型
社
会
の
実
現
が
必
要
】

（出典：平成 28 年度国の施策及び予算に関する提案）
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(2)更なる地方分権改革の推進 

 
 
 参考  

 

＜早期に関係機関との重点的な協議を求める事務・権限＞ 

私立幼稚園の設置認可等の権限 

災害対応法制の見直し（災害時の救助主体権限及び従事命令等権限の移譲） 

交通規制等に関する事務・権限 

・信号機、横断歩道の設置・補修 

・道路標識（規制標識・指示標識）の設置・補修 

・イベント開催時等における交通規制の実施 

※総合的な交通行政や市民要望に対する迅速な対応における支障があるため。 

道路使用許可に関する事務・権限 

公道使用による事業（街の賑わい、活性化事業）の実施に当たっての道路使用許可等 

※関係機関との調整などの事務が発生し、許可までに相当の期間を要し、総合的なまちづく

りを進めるにあたって支障があるため。 

 

 

指定都市が持つポテンシャルを最⼤限発揮で

きるよう、更なる事務・権限の移譲を推進す

るとともに、これに⾒合う税財源の確実な移

譲を⾏っていただきたい。 

（出典：未来を見据えた大都市の実現へ向けて～指定都市が目指すべき都市像とその実現へ向けた提言～）
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(3)近隣市町村との更なる連携の促進 

 
 
 参考  

 

連携中枢都市圏の取組状況等 

 

 

連携中枢都市圏構想に基づく財政措置の更な

る充実や三⼤都市圏の取扱いの⾒直しととも

に、連携事業の枠組に応じて受け取れる交付

⾦の創設など、圏域の状況に応じた柔軟な⽀

援の仕組みを構築いただきたい。 

（出典：総務省資料）
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2 大都市財政の実態に即応する財源の拡充 
(1)真の分権型社会の実現のための国・地方間の

税源配分の是正 

 
 
 参考  

 

国６：地方４

国・地方における税の配分状況（平成27年度）

58兆1,455億円
60.8％

37兆5,627億円
39.2％

地 方 税

国 税

71兆7,240億円
74.9％

23兆9,842億円
25.1％国

地 方

地 方 税 37兆5,627億円

：

税
源
移
譲

総額 95兆7,082億円

地方税

国 税

地 方

国

５

：

５

地方税

国 税

地方の

役割

国の役割

税の配分 税の実質配分 税の配分 税の実質配分 役割分担

《現 状》 《まずは》 《さらに》

真の分権型社会の実現

国５：地方５
国と地方の新たな役割分担

に応じた「税の配分」

総額 95兆7,082億円

税の配分

「税の配分」の
抜本的な

是正が必要！

さ
ら
な
る

税
源
移
譲

地方交付税17兆5,250億円

地方譲与税 2兆6,854億円
国庫支出金14兆5,974億円
国直轄事業
負担金 △6,465億円

４

６

：

７

３

国・地方間の税源配分の是正

複数の基幹税の
配分割合の

大幅な引上げなど

 
 

 

 

国・地⽅間の「税の配分」をまずは 5：5 と

し、さらに、国と地⽅の新たな役割分担に応

じ、地⽅税の配分割合を⾼めていただきたい。

また、地⽅公共団体間の財政⼒格差の是正は、

地⽅税財源拡充の中で、地⽅交付税なども含

め⼀体的に⾏っていただきたい。 

（出典：平成 28 年度国の施策及び予算に関する提案）

注 地方法人税の影響により、平成 28 年度には、市町村と国との税の配分格差が更に拡大する。 
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(2)大都市税源の拡充強化 

 
 
 参考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼤都市特有の財政需要に対応するため、消

費・流通課税、法⼈所得課税等の配分割合を

拡充していただきたい。また、道府県から移

譲されている事務・権限の所要額が税制上措

置されるよう、道府県からの税源移譲による

⼤都市特例税制を創設していただきたい。 

これに加え、道府県から指定都市への新たな事務移譲・権限移譲に伴う所要額
についても、税制上の措置が必要！！ 

 

（平成 27 年度） 
法人所得課税の配分割合（実効税率） 

国税 

74.7% 

道府県税 

11.4% 
道府県税 

21.9% 

市町村税 

3.4% 

消費・流通課税の配分割合 

注 1 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 
注 2 東日本大震災による減免などの金額は含まない。 

注 1 実効税率は、法人事業税及び地方法人特別税が損金算入 
されることを調整した後の税率である。 

注 2 資本金が１億円を超える法人を対象とした場合である。 
 

市町村税 

6.8% 

（平成 27 年 4 月 1 日時点） 都市税源の配分割合が

極めて低い！ 

道道府府県県にに代代わわっってて負負担担ししてていいるる経経費費  
（特例経費一般財源等所要額） 左左のの経経費費にに対対すするる税税制制上上のの措措置置  

 
約３，４００億円 

 
地方自治法に基づくもの 
個別法に基づくもの 

約１，９００億円 

約１，５００億円 

税制上の措置済額 

大都市の事務配分の特例に伴う税制上の措置不足額（平成27年度予算に基づく概算） 

税制上の措置不足額 

国税 

81.8％ 

（出典：平成 28 年度国の施策及び予算に関する提案） 
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(3)地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

 
 
 参考  

地⽅交付税について、国の歳出削減を⽬的とした⼀

⽅的な削減は⾏わず、必要額を確保いただきたい。

また、財源不⾜の解消は法定率の引上げで対応し、

臨時財政対策債は速やかに廃⽌いただきたい。算定

に⼤都市特有の財政需要を的確に反映するととも

に、額の予⾒可能性の確保に努めていただきたい。

（出典：平成 27 年度地方交付税のあらまし 「第２節 地方交付税制度の概要」）

地方交付税制度の概要（性格） 

本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の

水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な

基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税である。」（固有財源） 

■一般会計の市債残高に占める臨時財政対策債残高の割合（指定都市総額） 

（出典：大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望（平成 27 年度））
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3 地方創生と観光・ＭＩＣＥ・クールジャパン戦略の推進 
(1)小規模事業者の支援強化 

 
 
 参考  

地域の中の小規模事業者（人口との関係） 
≪人口 1,000 人あたり小規模事業者数（郡部と大都市の倍率比較）≫ 

 

 

指定都市が地域の実情に応じたきめの細かい

⼩規模事業者⽀援策を講ずることができるよ

う、国が企業等に直接交付している補助⾦を

地⽅⾃治体への交付⾦とするなどの改善を図

り、⼩規模事業者への⽀援を強化していただ

きたい。 

（出典：2016 年版小規模企業白書） 



8 

(2)地方拠点強化税制の見直し 

 
 
 参考  

 

地方拠点強化税制の対象地域 

 

現状は⼈⼝、税財源ともに東京都区に⼀極集

中しており、指定都市が地⽅創⽣のけん引役

としての役割を果たすため、実態に合わない

地⽅拠点強化税制の対象外地域の指定を是正

していただきたい。

指定都市では、さいたま市・千葉市・川崎市・ 

横浜市・大阪市の全域、相模原市・名古屋市・ 

京都市・堺市・神戸市の特定の区域が対象外 

（出典：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部作成資料）
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(3)観光・ＭＩＣＥ・クールジャパン戦略の推進 

 
 
 参考  

 

 

指定都市の地域特性に即した訪⽇外国⼈受⼊

の環境整備や MICE 誘致における施策に対し

必要な⽀援措置を講じていただきたい。また、

地域コンソーシアム等に対する財政措置を講

ずるとともに、きめ細かな情報提供等の⽀援

策を実施していただきたい。 

（出典：第 40 回指定都市市長会議資料）
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4 誰もが活躍できる社会の実現 
(1)女性の活躍・働き方改革の推進 

 
 
 参考  

 

 

多様で柔軟な働き⽅に取り組む企業の⽀援に

向けた、指定都市等への直接的で⾃由度の⾼

い交付⾦の創設や働き⽅に中⽴な税制・社会

保障制度を検討していただきたい。 

（出典：第 40 回指定都市市長会議資料）
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(2)子育てのしやすい環境づくり 

 
 
 参考  

 

子ども・子育て支援新制度における利用者負担（保育料）の問題点 

 

 
 

⼦ども・⼦育て⽀援新制度における多⼦世帯

負担軽減の更なる拡充を図るほか、利⽤者負

担の軽減措置の拡⼤に必要な財政措置等を講

ずるとともに、幅広く活⽤できる交付⾦の創

設等の柔軟な⽀援を⾏っていただきたい。

（出典：子ども・子育て支援新制度における利用者負担に係る指定都市市長会要請）
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(3)持続可能な社会保障制度の実現 

 
 
 参考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

社会保障制度の改⾰を進めるとともに、地域

包括ケアシステムの円滑な実施のための協働

体制の構築や必要な財政措置を講じていただ

きたい。また、国⺠健康保険について国庫負

担の拡充を図るとともに、⼦どもの医療費助

成を国策として取り組んでいただきたい。 

●市町村国保が抱える構造的な問題 

市町村国保の現状 
 
・高齢化、医療技術の高度化 

⇒医療費は年々増加 

・低所得者の加入割合が高い 

⇒財政基盤が脆弱 

被保険者・保険者の重い負担 
 
・被保険者の重い保険料負担 

・一般会計からの多額の繰入 

・多額の累積赤字 

国保財政はすでに危機的な状況！

●医療保険制度の一本化 

国民皆保険制度を安定的で持続可能な制度として再構築するためには、市町村国保 

と他の医療保険制度との負担の公平化を図り、全ての医療保険制度の一本化が必要。

平成 25年度市町村 

国保財政状況（速報） 

 赤字補填の法定外繰入 

3,544 億円 

 実質収支 

3,139 億円の赤字 

一本化が実現するまでの間は・・・ 

 抜本的改革 
が必要！ 

  
医療保険制度改革（財政基盤

の強化、国保運営の都道府県

単位化等）の具体化 

○国庫負担率の引上げなどの財政措置の実施 

○地方単独事業に係る国庫負担金等の減額措置の廃止 

○累積赤字や法定外繰入のある保険者が新制度へ円滑

に移行できるよう必要な措置 

〇国保基盤強化協議会などの協議に加え、幅広く地方の

意見を聴取 

が必要！！

（出典：平成 28 年度国の施策及び予算に関する提案） 


